
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力ください 

（施設利用者注意事項） 

①利用時にチェックリスト及び利用者名簿の提出をお願いします。 

・ 施設予約受付時に配布させていただきます。 

・ 利用当日の鍵の受渡時にご提出いただきます。 

※当日の利用者名簿は、任意様式でも可とします。 

②マスクの着用をお願いします。 

・ 施設利用者は、必ずマスク着用で入場・入館してください。 

・ 活動中（運動・演奏）は、マスク未着用でも可とします。 

③参加者の体調確認をお願いします。 

・ 入場、入館前に必ず体温計により計測を行い、計測結果を代表者の方に伝

えてください。 

※チェックリストに確認欄がありますので、代表者の方は参加者全員の計測

結果を事前に把握してください。 

・ 発熱が認められた方は利用をお控えください。 

※せき、くしゃみ等の風邪の症状がある場合も利用をお控えください。 

④施設内設備及び備品の消毒の徹底をお願いします。 

・ 利用当日の鍵の受渡時に消毒液等を渡しますので、利用後に除菌作業を行

ってください。 

※除菌作業は、ドアノブ、机、いす、その他使用した設備などをお願いします。 

⑤会議室の換気を行ってください。 

・ 常時、窓等からの換気を行ってください。 

⑥会議室での食事について。 

・ 12月 4（土）から食事について次のとおり定めます。 

(1) 基本は黙食とし、会話するときはマスクをしてください（マスク飲食）。 

(2) 距離をとり、対面で飲食しないでください。 

(3) 十分に換気をしてください。 

(4) 食事後に使用箇所付近をアルコール消毒してください。 

⑦利用時間、利用人数制限について。 

・ 12月 4日（土）から利用時間及び利用人数制限を解除します。 
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